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天
聴
年
間
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て

江

向島

寿

京佐

序一
、
歳
幣
の
交
渉
に
つ
い
て

二
、
歳
幣
の
回
数
に
つ
い
て

三
、
歳
幣
の
品
目
に
つ
い
て

四
、
歳
幣
の
数
量
に
つ
い
て

結

序

清
朝
勃
興
期
の
満
鮮
の
関
係
交
渉
に
つ
い
て
は
す
で
に
優
れ
た
究
明
が
な
さ
れ
て
を
り
、
稲
葉
岩
吉
博
士
の
「
光
海
君
時
代
の
満
鮮
関
係
」
、

田
川
孝
三
氏
の
「
毛
文
龍
と
朝
鮮
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
等
の
雄
篇
が
あ
り
、
更
に
最
近
神
田
信
夫
氏
、
鴛
淵
一
氏
等
に
よ
っ
て
研
究
が
深
め

〔註
1

】

ら
れ
つ
つ
あ
る
。
田
川
氏
の
も
の
は
論
題
は
毛
文
龍
と
朝
鮮
の
関
係
と
な
っ
て
い
る
が
、
満
鮮
聞
に
介
在
し
て
当
時
の
後
金
、
朝
鮮
、
明
の
三

国
関
係
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
毛
文
龍
の
活
躍
を
中
心
と
す
る
論
究
で
あ
る
か
ら
、
当
然
満
鮮
関
係
が
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
勃
興
期
の

清
朝
即
ち
後
金
と
朝
鮮
と
の
関
係
を
概
観
す
る
と
き
、
そ
の
関
係
を
転
換
さ
せ
た
画
期
的
事
件
と
し
て
清
の
太
宗
に
よ
る
ニ
回
の
朝
鮮
征
伐
、

即
ち
朝
鮮
で
い
う
丁
卯
の
乱
と
丙
子
の
乱
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
の
結
果
、
後
金
（
清
）
と
朝
鮮
と
は
兄
弟
の
関
係
を
、
後
者
に
因
り
、
君
臣

の
関
係
を
締
結
し
て
、
夫
々
の
時
期
を
界
と
し
て
両
国
の
関
係
は
そ
れ
以
前
と
一
変
す
る
の
で
あ
る
。

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て

（
江
嶋
）

九



天
聴
年
聞
に
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け
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朝
鮮
の
歳
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て

（
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き
て
丁
卯
の
乱
の
原
因
と
し
て
田
川
氏
は
後
金
側
に
お
い
て
太
祖
時
代
に
と
ら
れ
た
対
朝
鮮
主
和
主
義
に
対
す
る
太
宗
の
主
戦
主
義
を
挙

げ
、
そ
の
主
戦
主
義
の
由
っ
て
来
た
る
原
因
と
し
て
、
第
一
に
毛
文
龍
の
束
、
江
鎮
に
よ
る
後
金
国
の
後
方
撹
乱
と
、
毛
文
胞
を
援
助
す
る
朝
鮮

の
突
亥
反
正
後
の
親
明
事
大
の
態
度
を
挙
げ
ら
れ
る
。
次
い
で
太
宗
が
伍
朝
鮮
の
決
意
を
促
進
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
朝
鮮
か
ら
の
亡
命

者
韓
潤
韓
義
の
投
金
に
触
れ
、
最
後
に
そ
の
遠
征
の
経
済
的
原
因
と
し
て
、
朝
鮮
と
の
鰐
和
親
善
に
よ
り
、
後
金
国
内
の
貧
弱
な
物
資
を
朝
鮮

よ
り
補
わ
ん
と
考
え
て
い
た
と
い
わ
れ
、
故
に
戦
後
直
ち
に
多
く
の
歳
幣
を
強
要
し
、
中
江
、
会
寧
に
開
市
を
強
制
し
て
貿
易
の
利
を
収
め
た

こ
と
、
更
に
満
洲
の
資
源
保
護
の
た
め
、
犯
越
採
墓
の
禁
止
を
要
求
し
た
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
論
文
は
主
と
し
て
こ
の
第
三
の
経
済

的
原
因
を
充
た
す
も
の
の
一
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
戦
後
後
金
が
可
な
り
大
き
な
期
待
を
寄
せ
た
様
に
考
え
ら
れ
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
、
そ

の
実
態
と
変
遷
を
究
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
歳
幣
と
は
毎
年
定
期
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
貢
献
の
意
に
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一
、
歳
幣
の
交
渉
に
つ
い
て

鱒
和
前
後
の
史
料
と
し
て
朝
鮮
側
の
李
朝
実
録
を
ま
ず
見
て
み
る
。
仁
祖
五
年
二
月
に
は
購
和
の
使
者
が
双
方
か
ら
往
来
し
て
い
る
が
、
二

月
己
亥
胡
差
（
後
金
使
者
）
の
朝
鮮
に
費
し
た
後
金
側
の
答
蓄
に
よ
れ
ば

大
金
国
二
王
子
答
書
子
朝
鮮
国
王
。
両
国
和
好
言
美
事
。
貴
国
実
心
要
和
。
不
必
拍
車
・
南
朝
絶
其
交
往
。
而
我
国
為
兄
。
貴
国
為
弟
。
若
南

朝
噴
怒
。
有
我
隣
国
相
近
。
何
懐
之
有
。
：

と
あ
り
、
後
金
側
は
歳
幣
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
如
く
で
あ
る
。
二
月
丙
午
の
条
に
よ
れ
ば
、
萎
弘
立
、
朴
蘭
英
が
金
使
劉
海
と
借
に
来

た
と
き
、
朝
鮮
側
で
は
御
前
会
議
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
甲
景
模
の
言
に

聞
賊
将
欲
得
木
綿
四
高
匹
。
牛
四
千
頭
。
綿
紬
四
千
匹
。
布
四
千
匹
。
市
他
物
称
是
云
突
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
燐
和
に
際
し
て
の
戦
費
賠
償
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
議
幣
を
い
う
の
で
は
な
い
。
統
い
て
李
廷
亀
が
接
待
の
役
を
買

っ
て
出
た
と
き
、
国
王
は
質
子
の
拒
否
す
べ
き
こ
と
を
い
い
、
続
け
て
、
「
市
至
於
歳
幣
。
則
容
之
以
物
カ
蕩
残
無
以
鱗
出
可
実
。
」
と
指
示
し



て
い
る
。
劉
海
が
江
華
島
に
来
た
と
き
、
歳
幣
の
要
求
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
朝
鮮
は
物
カ
蕩
残
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
ら

れ
な
い
こ
と
を
以
て
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
が
で
朝
鮮
側
は
、
宗
室
李
玖
を
択
ん
で
原
田
国
君
と
号
し
、
王
弟
と
称
し
て
鳩
和

内

2
2ぜ

の
た
め
に
派
遣
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
時
に
当
り
、
「
千
首
牛
。
四
千
匹
紬
。
睡
捜
括
民
問
。
不
可
易
得
。
如
之
何
。
」
と
い
う
状
態
に
も

拘
ら
ず
、
結
局
、
木
綿
一
寓
五
千
匹
。
綿
紬
二
百
匹
。
白
苧
布
二
百
五
十
匹
。
虎
皮
六
十
張
。
鹿
皮
四
十
張
。
倭
万
八
柄
。
鞍
具
馬
一
匹
を
以
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て
購
和
の
礼
物
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
朝
鮮
国
使
の
原
昌
君
が
後
金
二
王
子
の
も
と
に
鷲
ら
し
た
国
書
に
は
、
和
好
の
後
に
退
兵
を
希
望
し
、

両
国
封
彊
を
守
り
、
禁
約
を
遵
守
せ
ん
こ
と
を
述
べ
た
後
に
、

且
念
交
際
礼
撞
。
在
情
不
在
物
。
待
強
相
要
索
然
後
臆
副
哉
。
劉
差
来
時
。
所
索
物
件
極
多
。

為
図
財
之
語
。
足
見
貴
国
軽
財
重
義
之
意
。
弦
与
劉
差
商
確
停
常
。
開
具
別
幅
。
以
為
表
信
之
資
。

a
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と
あ
る
。
交
際
礼
陥
と
は
歳
幣
を
主
と
し
て
意
味
す
る
が
、
後
金
側
は
歳
幣
と
考
え
、
一
定
額
を
要
求
し
、
朝
鮮
側
は
交
隣
親
善
の
交
際
に
お

け
る
礼
臨
贈
与
と
し
て
、
友
好
の
情
を
主
と
し
、
物
の
多
少
を
問
う
べ
き
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
ま
し
て
そ
の
聞
に
強
制
要
索
が
行
わ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
右
文
は
こ
こ
ま
で
が
歳
幣
に
つ
い
て
の
言
で
あ
り
、
次
の
「
劉
差
来
時
、
所
索
物
件
極
多
。
」
以
下
は
原
昌

君
の
賀
し
た
戦
費
賠
償
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
劉
海
の
江
華
島
第
一
次
交
渉
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
側
は
哉
幣
を
物
カ
蕩
残
を
理
由
に
拒
否
し

よ
う
と
努
め
た
が
、
そ
れ
は
到
底
許
さ
る
べ
く
も
な
い
。
そ
こ
で
朝
鮮
は
交
隣
友
好
の
交
際
に
お
い
て
は
、
和
好
の
精
神
が
主
要
で
、
贈
与
の

物
資
の
多
寡
は
問
題
に
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
後
金
側
に
申
し
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
は
朝
鮮
の
国
書
に
明
天
啓
の
年
号
が
在
っ
た
こ
と
か
ら
和
議
を
後
金
側
は
承
認
せ
ず
し
て
紛
糾
す
る
が
、
や
が
て
後
金
側
か
ら
の
「
欲

A
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－
戦
以
較
勝
負
。
若
然
大
丈
夫
事
也
。
即
還
令
弟
与
大
臣
。
敢
約
日
合
戦
。
戎
勝
戎
負
。
再
定
盟
約
。
不
為
遅
也
。
」
と
い
う
脅
迫
的
通
牒
を

受
け
た
仁
祖
は
、
三
月
庚
午
の
夜
に
江
華
島
離
宮
の
大
庁
に
お
い
て
再
来
し
た
金
使
劉
海
と
和
議
を
誓
約
し
た
。
し
か
し
李
朝
実
録
は
こ
の
時

の
朝
鮮
側
の
誓
文
中
の
歳
幣
の
こ
と
を
記
載
し
て
い
な
い
の
み
か
、

断
非
弊
邦
所
能
鰐
得
。
曽
見
貴
書
。
有
不

「
我
両
国
巳
議
定
和
好
。
今
後
各
遵
約
誓
。
各
守
封
損
。
母
争
競
細
故
非

理
徴
求
：
：
：
」
と
い
う
文
句
す
ら
見
え
て
い
る
。
強
制
的
な
歳
幣
贈
与
の
要
求
は
承
認
出
来
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
後
金
側
代
表
と

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て

（
江
川
附
）

四
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し
て
立
誓
に
立
会
い
、
そ
の
後
朝
鮮
の
重
臣
等
と
共
に
誓
約
に
当
っ
た
南
木
太
の
誓
辞
に
も
歳
幣
に
言
及
し
た
も
の
を
李
朝
実
録
は
記
録
し
て

い
な
い
。
歳
幣
に
重
き
を
お
か
な
い
、
或
は
触
れ
な
い
態
度
を
朝
鮮
は
と
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
歳
幣
に
言
及
し
な
い
誓
約
書
が
後
金
側

二
王
子
に
賀
ら
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
答
書
と
し
て
朝
鮮
に
送
ら
れ
た
後
金
の
二
王
子
阿
敏
と
諸
将
の
誓
文
の
略
述
が
李
朝
実
録
仁
祖
五
年
三

月
甲
申
の
条
に
見
え
る
が
、
そ
の
末
尾
に
「
我
忽
腰
不
知
道
年
年
進
貢
南
朝
」
と
あ
る
の
を
、
予
防
は
「
胡
書
末
端
。
中
朝
進
貢
之
語
。
意
在

議
幣
。
」

と
解
し
て
い
る
。
南
朝
即
ち
明
に
朝
貢
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
ぞ
と
い
う
文
章
が
あ
る
の
は
、
後
金
へ
も
歳
幣
を
贈
送
す
べ
き

こ
と
を
間
接
に
い
っ
て
い
る
の
だ
と
解
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
明
ら
さ
ま
な
歳
幣
の
要
求
は
誓
文
中
に
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
記
載
に
も
後
金
の
競
幣
要
求
は
な
い
こ
と
、
若
し
贈
与
す
る
に
し
て
も
そ
れ
は
朝
鮮
側
の
友
好
を
示
す
だ
け
で
よ
い
と
す
る
蔵
幣

寡
少
化
の
態
度
が
見
ら
れ
る
。

嬬
和
交
渉
の
際
に
種
々
の
条
件
が
双
方
か
ら
提
出
さ
れ
、
論
判
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
か
ら
、
次
に
後
金
側
が
歳
幣
を
何
時
、
ど
の
様

に
提
示
し
要
求
し
た
か
、
そ
の
態
度
を
後
金
側
の
史
料
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
る
。
天
聴
元
年
（
仁
祖
五
年
）
二
月
、
劉
興
昨
（
朝
鮮
で
い
う

劉
海
）
の
第
一
次
江
翠
島
派
遣
の
時
、
朝
鮮
側
と
の
交
渉
を
清
太
宗
実
録
天
聴
元
年
二
月
辛
己
に
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

興
昨
日
。
今
日
之
事
。
成
敗
在
於
俄
頃
c

爾
欲
修
好
議
和
。
可
遣
汝
親
子
弟
一
人

Q

往
盟
諸
天
地
。
汝
国
所
産
財
産
牲
畜
c
毎
年
循
礼
貢
献
c

爾
親
定
額
数
。
事
俊
。
我
即
旋
軍
。

満
文
老
棺
に
も
同
じ
意
味
の
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。

劉
興
興
一
昨
は
「
汝
等
が
事
件
を
落
着
さ
せ
た
け
れ
ば
、
汝
の
実
子
か
肉
身
の
弟
が
ゐ
れ
ば
一
人
遣
は
せ
。

ま
た
汝
の
領
内
か
ら
出
る
財
物
、
家
畜
を
毎
年
ど
の
や
う
に
差
し
出
す
か
、
そ
れ
を
汝
の
口
で
約
束
せ
よ
。
さ
や
う
に
事
が
落
着
す
れ
ば
、

A
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我
等
の
軍
は
還
ら
う
。
」

毎
年
循
礼
貢
献
、
（
毎
年
ど
の
や
う
に
差
し
出
す
か
、
〉
即
ち
歳
幣
が
購
和
の
主
要
な
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

Q

こ
れ
に
対
し

て
朝
鮮
側
が
物
力
蕩
残
を
理
由
に
拒
否
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
更
に
後
金
側
に
費
ら
さ
れ
た
朝
鮮
の
嬬
和
誓
書
に
つ
い
て
も
清



太
宗
実
録
天
聴
元
年
三
月
乙
酉
に
は

朝
鮮
国
王
李
信
躍
進
満
洲
国
皇
帝
礼
物
。
若
違
背
不
進
。
戎
不
以
待
明
国
使
臣
之
礼
待
満
洲
国
使
臣
。
伯
与
満
洲
結
怨
。
修

築
城
池
。
操
練
兵
馬
。
或
満
洲
伴
獲
編
入
戸
口
之
人
ω

逃
回
朝
鮮

Q

容
留
不
行
遣
還
。
戎
違
王
所
言
。
与
其
遠
交
明
因
。
帝
寧
近
交
満
洲
之

白
盟
之
後
、

語
。
首
告
諸
天
地
。
征
伐
之
。

と
あ
っ
て
、
嬬
和
の
諸
条
件
の
な
か
で
蔵
幣
の
こ
と
を
第
一
に
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
＠
実
録
に
満
洲
国
皇
帝
と
記
し
て
い
る
の
は
明
か
に

後
の
修
改
で
あ
り
、
朝
鮮
の
誓
文
は
金
国
汗
と
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

Q

満
文
老
棺
に
は
「
マ
シ
ジ
ュ
国
の
汗
に
送
っ
て
来
る
も
の
を
送
っ
て
来
ず

背
き
、
マ
ン
ジ
ュ
国
の
遣
は
し
た
使
者
を
、
ニ
カ
ン
の
使
者
の
や
う
に
敬
は
な
く
な
り
：
：
：
」
と
あ
る
。
こ
の
様
に
後
金
側
が
嬬
和
条
件
の
第

一
に
お
く
議
幣
が
、
李
朝
実
録
で
は
記
載
が
な
く
、
「
非
理
徴
求
」
を
拒
絶
し
、
友
好
の
精
神
面
を
強
調
す
る
記
録
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
嬬
和
交
渉
が
朝
鮮
と
後
金
と
夫
々
に
異
っ
た
記
載
の
史
料
を
残
し
て
い
る
が
、
歳
幣
に
つ
い
て
の
態
度
は
双
方
に
可
な
り
大
き
な
差
異
が

あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
後
金
は
勝
者
の
態
度
で
嬬
和
に
臨
み
、
朝
鮮
は
敗
者
た
る
を
認
め
ま
い
と
し
、
平
等
の
立
場
を

保
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
燐
和
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
強
制
さ
れ
る
側
の
朝
鮮
は
、
可
能
な
ら
ば
不
利
な
購
和
を
避
け
て
、
た
だ
侵

入
軍
の
徹
退
を
求
め
、
以
後
各
自
封
騒
を
守
っ
て
相
侵
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
最
も
満
足
で
ら
り
、
次
世
習
に
し
て
も
対
等
の
善
隣
友
好
に
止
め
、

い
は
ば
城
下
の
誓
に
類
す
る
蔵
幣
の
贈
遺
を
約
す
る
如
き
は
極
力
避
け
た
い
の
で
あ
る
。
故
に
歳
幣
に
関
す
る
事
項
は
努
め
て
問
題
に
せ
ず
、

両
国
関
係
の
在
り
方
と
し
て
友
好
の
精
神
面
を
重
視
す
る
態
度
を
強
調
し
、
交
隣
の
経
済
面
の
約
束
を
避
け
る
態
度
を
一
貫
し
て
採
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
が
史
料
の
取
捨
記
載
に
お
い
て
、
両
国
の
差
異
と
な
っ
て
現
れ
て
お
り
、
逆
に
云
え
ば
、
史
料
に
表
れ
た
差
異
が
、
構
和
交

渉
に
お
け
る
両
国
の
態
度
の
差
異
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
聴
元
年
四
月
甲
寅
、
朝
鮮
遠
征
軍
を
率
い
て
阿
敏
は
祷
陽
に
凱
旋
し
た
。
朝
鮮
国
使
原
昌
君
李
玖

（
清
朝
実
録
に
は
李
覚
と
す
。
）

は．
回

軍
に
同
行
、
滞
陽
に
至
っ
た
。
十
八
日
太
宗
に
朝
見
の
礼
を
行
い
、
二
十
五
日
賜
宴
、
五
月
三
日
賜
贈
を
受
け
、
五
日
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。

そ
の
帰
国
を
伴
送
し
て
、
劉
興
昨
、
英
俄
爾
泰
が
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
時
朝
鮮
国
王
（
仁
祖
）
李
保
に
送
っ
た
後
金
の
国
書
に
は
「
至

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
川
町
）

四



天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て

（
江
川
町
）

四
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毎
年
往
来
之
礼
。
王
白
知
之
。
」
李
朝
仁
祖
実
録
仁
祖
五
年
五
月
乙
未
の
条
に
載
せ
る
胡
汗
書
は
、
清
太
宗
実
録
天
聴
元
年
五
月

庚
午
の
条
に
見
え
る
国
書
と
大
意
は
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
上
の
「
毎
年
往
来
之
礼
。
王
白
知
之
」
の
文
意
は
全
く
省
略
さ
れ
て
い
る
。
往
来

之
礼
或
は
交
際
礼
騒
を
朝
鮮
側
は
義
務
づ
け
ら
れ
た
歳
幣
貢
献
と
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
仁
祖
実
録
に
は
六
月
朔
丙
申
の
条
に
、

接
待
官
の
李
廷
亀
と
劉
興
一
昨
、
英
俄
爾
市
（
山
骨
大
）
と
の
問
答
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に

と
あ
っ
た

Q

劉
差
日

Q

貴
国
回
礼
。
今
不
必
為
式
。
明
年
定
其
数
百
可
也
。
臣
力
言
。
両
国
礼
単
各
以
土
産
。
量
可
預
定
数
回
。
劉
与
悩
再
三
間
共
数
日
。

其
意
巴
測
。
臣
目
。
貴
国
一
番
送
礼
ω

我
国
一
番
送
礼
ω

数
回
之
説
。
殊
其
米
安
。
劉
与
山
相
目
而
笑
実
。

と
あ
り
、
金
使
劉
興
昨
と
英
俄
繭
日
が
歳
幣
数
回
を
預
定
し
よ
う
と
し
、
朝
鮮
側
が
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
努
め
た
こ
と
が
窺
れ
る

Q

こ
の
交
渉

の
結
末
は
明
か
で
な
い
が
、
結
果
的
に
は
数
目
の
決
定
は
な
さ
れ
ず
、
後
金
国
書
に
在
る
知
く
朝
鮮
側
の
自
由
裁
量
に
任
さ
れ
た
も
の
の
様
で

あ
る
。
か
く
数
日
交
渉
は
朝
鮮
側
の
線
で
一
時
押
し
切
ら
れ
た
が
、
金
使
の
帰
国
に
際
し
て
朝
鮮
の
遣
使
沈
正
拐
、
朴
蘭
英
が
同
道
し
て
議
陽

に
到
り
、
朝
鮮
国
王
の
書
と
方
物
を
鷲
献
し
た

Q

天
聴
元
年
七
月
の
第
一
回
議
幣
は
そ
れ
で
あ
る

Q

ニ
、
歳
幣
の
回
数
に
つ
い
て

清
太
宗
実
録
の
天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
よ
り
の
歳
幣
と
考
え
る
貢
献
の
記
録
を
次
に
表
示
す
る

Q

（

A
表）

年

言己

事

年

百己

事

月

月

賞
春
季
礼
物

元

年

七

月

鷲
室
田
及
方
物

年

月

元
年

一
一
月

作
賞
秋
季
方
物

二

年

八

月

米
一
以
秋
季
方
物



年

五

月

年
四
年

四
年

Ii. 
fド

五
年

（
五
年

五
年
十
二
月

来
貢
礼
物

六
年

一
豊
秋
季
礼
物

一
進
貢
春
季
方
物

一
実
秋
季
方
物

一
米
凶
器
不
方
物
（
悉
却
之
）

八
月
〉

;/L 
月

ノ＼

年

月

七
年

八
月

Fじ
年

Jと
fJ 

八
年

月

来
貢
春
季
方
物

（
米
貿
秋
季
方
物
〉

九
年

武
元
川
一
方
物

六
年
五
月
一
陳
氏
物
於
路

九
月

十
二
月

正
月

3王
月

八
貢

月

貢
秋
季
方
物

:JL 
年

卜
月

（
却
下
）

所
定
資
額
止
給
十
分
之

（
却
北
（
氏
物
〉

a

a

－－
 1

i
 

h

，
J
r
l

－
 

買
春
秋
二
季
方
物

（
六
年
秋
季
）

米
武
礼
物

ハ
七
年
春
季
）

口
よ
い
日
仏
幻

f
s
L
J
F
J〆
d
m
4

不
政
土
儀
柳
表
徴
仇

月

武
春
季
礼
物

枝
川
川
土
物
柳
い
え
微
沈

月

献
春
卒
礼

以
上
の
表
に
つ
き
若
干
の
説
明
を
附
す
る

Q

五
年
正
月
の
春
季
方
物
は
、
額
数
漸
減
の
故
を
以
て
悉
く
こ
れ
は
却
下
さ
れ
た
の
で
、
三
月
に

改
め
て
春
季
方
物
の
貢
献
が
行
わ
れ
た
。
五
年
八
月
の
分
は
太
宗
実
録
に
は
記
載
が
な
い
が
、
満
文
老
柏
五
年
八
月
三
十
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、

八
月
十
一
日
に
使
者
以
下
一

O
九
人
が
馬
七
十
二
頭
で
財
貨
を
送
っ
て
来
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
れ
が
五
年
の
秋
季
方
物
で
あ
る
と
見
て
間
違

い
な
い
か
ら
補
足
し
た
。
五
年
十
二
月
の
来
貢
品
は
、
当
然
次
年
E
月
の
「
陳
貢
物
於
庭
」
の
貢
物
で
あ
る
か
ら
、
六
年
春
季
方
物
で
あ
る
。

従
っ
て
五
年
分
は
三
月
と
八
月
の
分
だ
け
で
あ
る
。
六
年
十
二
月
の
貢
献
は
次
年
七
年
春
季
分
ら
し
く
見
え
る
が
六
年
秋
季
分
で
あ
り
、
後
で

天
耐
何
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て

（
白
川
川
）

四
五



天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
川
）

四
六

触
れ
る
ご
と
く
、
六
年
十
一
月
に
歳
幣
額
数
の
増
加
を
後
金
が
要
求
し
た
の
に
比
し
て
少
額
に
過
ぎ
た
の
で
却
下
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
朝
鮮

は
急
い
で
貢
物
を
追
加
増
額
し
て
、
後
金
側
の
要
求
に
近
づ
け
、
七
年
正
月
に
改
め
て
貢
献
を
し
た

Q

こ
れ
を
後
金
側
は
春
秋
二
季
方
物
と
記

し
て
い
る
が
、
こ
の
年
は
更
に
五
月
に
貢
献
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
節
に
詳
説
す
る

Q

八
年
十
月
と
九
年
十
月
の
分
は
、
実
録

に
貢
献
の
文
字
は
な
い
が
、
実
録
に
載
せ
た
朝
鮮
使
臣
の
賀
来
書
中
に
、
「
不
鵬
土
儀
。
酬
表
微
比
」
「
敬
将
土
物
。
柳
表
微
悦
」
と
あ
る
の

は
、
通
例
貢
間
半
（
礼
単
）
に
記
す
る
常
套
語
で
あ
る
か
ら
、
秋
季
歳
幣
が
あ
っ
た
と
見
て
誤
り
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
で
触
れ
る
。

天
聴
は
十
年
四
月
で
終
り
、
五
月
は
改
元
し
て
崇
徳
に
な
る
が
、
五
月
六
日
に
は
朝
鮮
人
の
往
来
を
厳
し
く
取
締
る
命
令
が
出
さ
れ
、
十
月
に

は
朝
鮮
使
臣
拝
米
の
賀
し
た
朝
鮮
国
書
は
受
領
さ
れ
ず
拝
米
と
共
に
返
還
さ
れ
て
、
ま
さ
に
国
交
断
絶
の
状
態
に
至
る
か
ら
、
天
聴
十
年
（
崇

徳
元
年
）
の
秋
季
歳
幣
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
天
聴
年
間
の
朝
鮮
の
歳
幣
は
、
十
年
度
を
除
き
、
毎
年
二
回
送
ら
れ
て
い
る
。
春
季
と
秋
季
と
い
う
規
約

で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。
こ
の
外
に
朝
鮮
国
王
の
祖
母
の
死
に
際
し
、
後
金
か
ら
遣
使
弔
喪
が
な
さ
れ
、
朝
鮮
か
ら
の
謝
恩
貢
献
が
あ
っ
た
り
、

そ
の
他
に
も
貢
献
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
歳
買
で
は
な
い
の
で
除
い
て
あ
る

U

天
聴
元
年
三
月
江
華
島
に
お
け
る
和
議
交
渉

で
劉
興
昨
は
朝
鮮
国
王
に
対
し
て
「
汝
国
所
産
財
物
牲
畜
ω

毎
年
循
礼
貢
献
。
繭
親
定
額
数
。
」
と
い
い
、
同
月
平
壌
で
の
盟
普
中
に
は
「
自

盟
之
後
。
朝
鮮
国
王
李
保
臆
進
満
洲
国
皇
帝
礼
物
。
」

毎
年
往
来
之
礼
。
王
自
知
之
。
」
と
あ
っ
て
、
後
金
は
一
定
の
歳
幣
額
数
を
取
決
め
よ
う
と
し
た
が
結
局
は
朝
鮮
側
に
か
わ
さ
れ
、
朝
鮮
の
感

恩
的
な
自
由
裁
量
に
期
待
す
る
知
き
態
度
に
止
ま
っ
た
こ
と
は
先
述
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
貢
額
も
回
数
も
時
期
も
明
確
な
決
定
は
な
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
後
金
か
ら
す
れ
ば
蔵
幣
の
額
数
が
朝
鮮
の
後
金
に
対
す
る
態
度
を
判
定
す
る
基
準
に
な
り
、
後
に
朝
鮮
の
額
数
漸

と
あ
り
、

五
月
王
弟
李
党
の
帰
国
に
際
し
て
朝
鮮
国
王
に
与
え
た
後
金
図
書
に
は
「
至

減
と
、
そ
も
そ
も
期
待
に
反
し
た
貢
額
と
に
対
し
て
、
二
回
に
及
び
歳
幣
増
額
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
後
述
す

る
こ
と
に
し
て
、

A
表
の
通
り
一
年
二
回
の
歳
貢
が
朝
鮮
か
ら
後
金
へ
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
朝
鮮
は
何
を
基
準
と
し
て
回
数
や
時
期
や
或

は
額
数
を
決
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
明
か
に
し
な
い
が
、
推
察
さ
れ
る
の
は
明
へ
の
朝
貢
が
一
つ
の
基
準
に
な
っ
た
の
で
は
な
い



か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
の
対
明
朝
貢
は
大
明
会
典
礼
部
・
主
客
清
吏
司
・
朝
貢
一
に
よ
れ
ば

・
・
白
後
毎
歳
。
聖
節
。
正
旦
一
時
前
払
紘
一
一
誠
明
正
皇
太
子
千
秋
節
。
皆
遣
使
奉
表
朝
賀
貢
方
物
。

と
あ
り
、
聖
節
と
正
旦
と
皇
太
子
千
秋
節
の
三
回
で
あ
る
。
貢
物
は
同
じ
大
明
会
典
に
「
金
銀
器
皿
。
螺
銅
柿
闘
。
白
綿
紬
。
各
色
苧
布
。
龍

文
探
席
。
各
色
細
花
席
。
豹
皮
。
瀬
皮
。
黄
毛
筆
。
白
綿
紙
。
人
参
。
種
馬
問
一
世
間
。
」
と
品
目
だ
け
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
朝
鮮
と
明
の
関
係

《註

7
v

一
定
不
移
。
」
と
後
金
に
対
し
て
も
明
言
し
て
い
る
如
く
君
臣
の
関
係
で
あ
り
、
後
金
と

は
「
倣
邦
之
臣
事
明
朝
。
非
自
今
始
。
君
臣
大
義
。

朝
鮮
の
兄
弟
の
関
係
よ
り
重
し
と
朝
鮮
の
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
明
に
対
し
て
三
回
の
朝
貢
が
な
さ
れ
る
と
き
、
兄
事
す
る
後
金
へ
の

貢
献
が
同
じ
く
三
回
に
及
ぶ
理
由
は
あ
り
得
な
い
。
兄
弟
の
関
係
か
ら
推
す
と
、
後
金
の
皇
太
子
が
存
在
す
る
と
し
て
も
朝
鮮
国
王
と
後
金
の

皇
太
子
は
叔
姪
の
関
係
に
擬
せ
ら
れ
る
か
ら
、
叔
父
が
甥
姪
に
貢
献
す
る
筈
は
な
い
。
君
臣
関
係
の
明
の
皇
太
子
千
秋
節
に
朝
鮮
が
貢
献
す
る

事
例
は
兄
弟
関
係
の
後
金
に
は
適
合
し
な
い
。
か
く
て
明
へ
の
三
回
よ
り
、
皇
太
子
の
分
を
減
じ
た
二
回
が
定
期
的
な
歳
貢
回
数
と
し
て
採
用

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
朝
鮮
の
明
と
後
金
に
対
す
る
態
度
が
あ
く
ま
で
差
別
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
二
回
の
貢
献
を

行
う
な
ら
、
正
旦
と
太
宗
の
聖
節
が
当
然
考
え
ら
れ
る
が
、
朝
鮮
の
貢
献
は
太
宗
の
誕
生
日
の
十
月
二
十
五
日
に
も
、
正
旦
に
も
必
ず
し
も
当

っ
て
い
な
い
。
莫
然
と
春
秋
二
季
と
し
て
、
時
期
も
一
定
せ
ず
行
わ
れ
た
こ
と
を
A
表
は
示
し
て
い
る
。

八位

8
）

こ
こ
で
最
近
鴛
淵
一
博
士
が
論
説
さ
れ
た
朝
鮮
国
（
王
）
来
書
簿
を
採
り
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
に
拠
る
と
朝
鮮
よ
り
後
金
に
送
っ
た

貢
献
品
の
送
り
状
で
あ
る
礼
単
は
A
表
よ
り
遥
か
に
多
い
。
例
え
ば
天
聴
元
年
に
は
A
表
で
は
七
月
と
十
一
月
の
貢
献
を
挙
げ
た
が
、
九
月
に

も
礼
単
が
あ
り
、
七
月
と
十
一
月
と
に
ほ
ぼ
等
し
い
名
数
が
貢
献
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
清
太
宗
実
録
に
も
九
月
の
条
に
朝
鮮
来
書
の
文

を
載
せ
て
そ
の
末
尾
に
「
別
幅
所
恵
。
謹
領
厚
意
。
不
快
土
宜
。
随
書
附
去
。
惟
諒
不
宣
。
」
と
あ
っ
て
、
貢
献
の
φ

め
っ
た
こ
と
を
記
録
し
て

い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
義
州
撤
兵
に
対
す
る
謝
礼
で
あ
り
、
後
金
が
求
め
た
歳
幣
と
は
別
の
性
質
の
貢
献
で
あ
る
。
天
聴
二
年
分
の
来
書
簿
の

A
表
歳
幣
時
期
と
全
く
一
致
し
て
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
も
天
聴
元
年
、

二
年
に
お
け
る
歳
幣
は
年
二
回
で

礼
単
は
二
月
と
八
月
に
あ
り
、

《磁
9

》

「
春
秋
輸
歳
幣
」
が
軌
道
に
乗
っ
た
も
の
と
見
て
差
支
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
天
聴
三
年
に
は
来
書
簿
は
正
月
、
三
月
、
六
月
、
九
月
に

あ
り
、

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
川
町
）

四
ー七



天
聴
年
聞
に
お
け
る
制
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て

（
江
的
）

四
八

礼
単
が
あ
り
、
四
回
と
も
名
数
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

し
か
し
消
太
宗
実
録
は
A
表
の
如
く
正
月
と
九
月
に
貢
献
を
記
録
し
、
三
月
と
六
月

に
は
何
等
の
記
載
も
な
い
。
恐
ら
く
こ
れ
は
別
の
理
由
を
も
っ
武
献
で
あ
り
、
後
金
は
正
月
分
、
九
月
分
を
歳
幣
と
認
め
た
の
で
あ
る
。
天
聴

四
年
に
は
二
月
、
四
月
、
七
月
、
十
二
月
に
礼
単
が
あ
る
が
、
四
月
分
は
名
目
も
三
種
で
数
量
も
少
な
く
歳
幣
で
は
な
い
。
歳
幣
は
A
表
に
よ

れ
ば
二
月
と
七
月
で
あ
る
。
十
二
月
は
名
数
は
歳
幣
に
匹
敵
す
る
が
、
貢
献
の
理
由
は
別
に
在
る
と
考
え
る
。
天
聴
五
年
に
は
来
書
簿
の
礼
単

は
三
月
に
二
回
と
八
月
に
一
回
あ
る
。
三
月
分
の
前
者
は
名
数
が
可
な
り
少
な
く
、
後
者
は
前
年
ま
た
は
前
々
年
の
春
季
最
幣
よ
り
数
量
が
若

干
増
加
し
て
い
る
。
三
月
の
二
回
分
を
合
せ
る
と
、
一
六
聴
元
年
、
二
年
の
春
季
貢
額
に
匹
敵
或
は
若
干
超
過
す
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
様
に
、

三
月
の
先
の
分
は
多
分
こ
の
年
の
正
月
に
貢
献
し
て
額
数
減
少
を
理
由
に
却
下
さ
れ
た
分
で
あ
り
、
そ
れ
を
ま
た
三
月
に
改
め
て
貢
献
す
る
と

と
も
に
、
後
の
分
を
追
加
し
、
春
季
貢
献
と
し
て
受
領
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
八
月
分
は
太
宗
実
録
に
は
「
来
貢
秋
季
方
物
」
と
の
記
録
は

な
い
が
、
先
に
満
文
老
梢
に
よ
っ
て
推
測
A
表
に
補
足
し
た
も
の
が
当
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。
天
聴
六
年
は
来
書
簿
に
は
正
月

と
十
一
月
に
礼
単
が
あ
る
。
十
一
月
分
は
先
述
の
朝
鮮
国
王
の
祖
母
へ
の
弔
問
に
対
す
る
謝
礼
で
秋
季
歳
幣
で
は
な
い
。
従
っ
て
来
替
縛
に
は

九
月
の
歳
幣
の
礼
単
は
脱
務
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
八
年
十
月
の
秋
季
礼
単
も
欠
落
し
て
い
る
。
九
年
十
月
に
は
礼
単
が
あ
る
が
、
名

数
が
寡
少
で
歳
幣
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
天
聴
六
年
十
一
月
の
歳
幣
増
額
要
求
後
の
天
聴
七
年
以
降
は
歳
幣
の
貢
献
方
法
が
そ
れ
以
前
と
異

な
り
、
額
数
が
急
に
増
加
す
る
と
共
に
、
春
秋
二
季
に
ほ
ぼ
均
等
に
配
分
し
て
貢
献
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
春
季
に
大
部
分
が
貢
献
さ
れ
、
秋

季
は
形
式
的
に
少
量
の
貢
献
が
行
わ
れ
る
様
に
変
更
に
な
っ
た
ら
し
く
考
え
ら
れ
る
の
で
、
更
に
今
後
の
検
討
に
倹
ち
た
い
。

一
、
歳
幣
の
品
目
に
つ
い
て

清
朝
実
録
も
満
文
老
梢
も
李
朝
実
録
も
朝
鮮
よ
り
の
歳
幣
の
品
目
と
数
量
と
を
毎
季
に
は
必
ず
し
も
示
さ

h
w。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
来
欝

簿
が
唯
一
の
確
実
な
史
料
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
記
録
さ
れ
る
品
目
は
延
べ
て
六
十
数
種
に
及
ぶ
が
、
全
て
の
品
目
が
毎
年
貢
献
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
。
な
か
に
は
十
年
間
に
一
度
。
た
け
貢
献
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
天
聴
元
年
、
二
年
だ
け
に
貢
献
さ
れ
、
以
後
は
貢
献
さ
れ



な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。
逆
に
天
聴
六
年
以
前
に
は
な
く
、
七
年
以
降
品
目
に
加
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
元
来
朝
鮮
は
貢
献
を
朝
鮮
の
土
産

に
限
る
べ
く
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
原
則
は
十
年
を
通
じ
て
大
体
一
貫
し
て
い
る
。
後
金
が
通
商
途
絶
し
た
中
国
の
産
物
を
朝
鮮
を

通
じ
て
入
手
し
た
か
の
様
に
考
え
ら
れ
る
が
、
歳
幣
に
関
す
る
限
り
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
ま
た
例
外
と
し
て
日
本
刀
な
ど
が
貢
献
さ
れ
た

こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
数
量
は
極
く
少
数
で
ら
る
。
天
聴
の
十
年
間
で
、
六
年
ま
で
と
七
年
以
降
と
は
品
目
と
数
量
に
大
き
な
変
化

a
（
十
年
間
を
通
じ
て
毎
年
貢
献
さ
れ
た
か
戎
は
頻
度
の
多
い
品
目
）
、

b

（
六
年
ま
で
頻
度
の
多
い
品
目
）
、

c
（
七
年
以
降
加

が
あ
る
が
、

え
ら
れ
頻
度
の
多
い
品
目
）
、

d

（
通
じ
て
頻
度
の
少
い
も
の
）
に
分
け
て
表
示
す
る
。

a 

（

B
表）

綿
仙
川
淵
｛
自
綿
納
紅
色
紬

花

府

刀

剣

バ

木

胡

阪

青
十
叩
各
色
柿
洲
紬
九
州
一
M

白
十
叩
木
制
抑
制
訓
（
正
木
綿
紅
木
綿

様
子

虎
皮
長
総

魚
八
帯
魚

青
色
紬
（
藍
色
紬
平
総
納
仙
川
を
合
む
〉
｝

吃
柿
子
大
東
賞
岡
本
胡
桃
会
似

内
苧
布
白
紛
布
ハ
白
木
約
）
豹
反
水
蝦
皮

背
鼠
成
羽
草
紙
日
州
市

b C 

藍
木
約

青
木
綿

m山
木
川
柳
）
別
花
席
細
竜
府
白
綿
紙

茶
ハ
天
地
茶

筏
舌
茶
〉
銀
寸
行

;i;’l A 、

子

d 

弓

子

大

筋

肉

介

応

海
将
来
各
色
有
紋
大
綴

鮫
川
〈
好
引
叫
ん
爪
紅
三
紋
武
汁
岡
山
氏
石
子
荷
山
梨
松
脂

花
総
紬
白
日
一
同
紅
附
子

紫
鼠
反
大
口
伯
…
大
文
仏
大
山
川

以
上
は
大
ま
か
な
分
類
で
あ
る
が
、
貢
献
品
と
し
て
主
要
な
も
の
は

a
で
あ
り
、
更
に
後
金
が
要
求
し
た
も
の
が

c
の
な
か
に
出
て
来
る
。

b
d
は
朝
鮮
側
の
裁
量
に
よ
っ
て
贈
献
さ
れ
た
が
、
後
金
側
が
余
り
歓
迎
し
な
か
っ
た
か
ま
た
は
臨
時
的
に
附
加
さ
れ
た
品
目
で
あ
り
、
朱
紅

な
ど
の
顔
料
は
特
別
の
（
例
え
ば
仏
寺
建
立
な
ど
の
）
要
求
が
あ
っ
て
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

b
の
育
布
と
C

の
白
布
は
恐
ら
く
麻
布
で
あ

ろ
う
。
綿
布
に
は
白
綿
布
、
正
木
綿
、
紅
木
綿
、
青
木
綿
等
の
名
目
が
記
さ
れ
、
苧
布
は
白
苧
布
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
背
布
白
布

は
そ
れ
以
外
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
天
聴
六
年
後
金
の
貫
額
増
加
要
求
の
な
か
に
麻
布
の
要
求
が
あ
る
が
、
こ
の
要
求
は
六
年

以
前
の
品
目
の
増
額
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
麻
布
は
六
年
以
前
に
も
以
後
に
も
品
目
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
麻

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
以
山
に
つ
い
て
（
江
川
町
）

四
九



天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
川
町
）

五。

布
に
相
当
す
る
品
目
は
外
に
見
え
な
い
か
ら
、
六
年
ま
で
の
青
布
の
貢
献
と
、
七
年
以
降
代
っ
て
記
さ
れ
る
白
布
が
麻
布
で
あ
る
と
見
て
誤
り

h
k

、。

争
ん
B
U
Wこ

れ
ら
の
品
物
は
筆
者
に
は
不
明
の
も
の
が
幾
多
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
朝
鮮
土
産
の
雑
多
の
も
の
が
貢
献
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

な
か
で
d
に
属
す
る
も
の
、
例
え
ば
短
側
、
畏
槍
、
弓
子
、
弓
袋
、
大
箭
、
筒
介
（
矢
筒
？
）
、

馬
、
鞍
具
等
の
ご
と
く
、
或
は
好
墨
や
朱
紅

以
下
の
顔
料
の
ご
と
く
、
ま
た
は
紫
鼠
皮
、
大
口
魚
、
大
文
魚
、
八
帯
魚
、
大
鮫
魚
、
紅
柿
子
、
栢
子
、
榛
子
、
海
帯
莱
等
の
ご
と
く
、

ま
た
は
二
三
回
の
頻
度
に
止
ま
る
も
の
も
あ
り
、
数
量
も
決
し
て
多
く
は
な
い
。
要
す
る
に
こ
れ
ら
は
歳
幣
の
政
治
的
精
神
的
な
意
味
（
親
善

友
好
）
を
象
徴
す
る
珍
品
の
貢
献
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
貢
献
品
の
大
宗
は
天
聴
六
年
ま
で
は

a
並
び
に
b
で
あ
り
七
年
以
後
は

a
と
c

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
な
か
で
主
要
な
も
の
は
綿
紬
、
麻
布
、
木
綿
等
の
織
物
類
、
豹
皮
、
水
瀬
皮
、
青
鼠
皮
等
の
毛
皮
類
、
紙
類
、
花
席
類
、

丹
木
、
茶
等
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
聴
六
年
の
後
金
の
増
貢
要
求
か
ら
窺
知
さ
れ
る
。

回

回
、
歳
幣
の
数
量
に
つ
い
て

B
表
の

a
b
c
群
中
よ
り
、
主
な
も
の
の
品
目
と
数
量
を
各
年
度
各
季
別
に
来
書
簿
の
歳
幣
礼
単
が
記
す
と
こ
ろ
を
表
示
し
て
考
察
を
加
え

る
こ
と
と
す
る
。

I'.: I: /I 

201元.11

2. 2 

2. 8 

3.正

3. 9 

4. 2 

4. 7 

5. 3 

5. 8 

6.正

7.正

7. 5 

8. 2 

9. 3 

4001 10. 3 

50 

150 

80 

30 

70 

50 

60 

50 

50 

50 

200 

200 

200 



天聴年聞における朝鮮の歳幣について
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8 400 50 50 50 

3 300 20 10 10 
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30 15 30 1,000 80 30 30 

10 10 30 500 40 20 20 

20 5 30 300 30 20 20 

20 5 30 400 40 10 10 

20 5 50 300 30 

201 20 40 8 50 600 50 

30 5 50 400 40 10 10 

30 5 50 400 40 10 10 

50 10 200 100 1,500 200 50 50 50 50 
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（
江
嶋
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8 100 15 80 4 

5 10 100 
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10 100 20 500 200 50 

10 10 10 40 15 200 20 90 10 

10 100 10 50 20 

10 10 10 45 10 100 10 80 20 

10 10 10 100 10 80 20 

10 10 10 45 15 100 20 110 40 

10 10 10 100 10 80 30 

10 10 10 50 10 100 10 80 30 

10 10 50 10 100 50 500 100 2 100 

10 10 50 10 200 50 50 1,000 500 160 

10 10 50 10 200 50 50 1,000 500 160 

10 10 50 10 200 50 50 1,000 500 160 

10 10 50 10 200 50 50 1,000 1,000 200 

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
嶋
）

五
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来
4
4

一
戸
簿
に
は
同
時
に
貢
献
さ
れ
て
礼
単
が
二
つ
あ
る
も
の
が
あ
る
。
二
年
八
月
分
、
三
年
正
月
分
、
四
年
二
月
分
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
理

由
が
φ

め
る
と
思
わ
れ
る
が
筆
者
に
は
ま
だ
判
然
と
し
な
い
。

C
表
で
は
送
り
状
二
枚
と
し
て
合
計
し
た
。
五
年
三
月
分
は
二
回
に
分
け
て
貢
献

さ
れ
、
礼
単
も
二
つ
あ
る
が
、
同
年
正
月
の
議
幣
が
額
数
漸
減
の
理
由
で
却
下
さ
れ
た
の
で
既
送
の
分
と
追
加
増
送
し
た
分
と
二
回
に
一
旦
っ
て

三
月
に
貢
献
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
同
じ
く
合
計
し
て
表
示
し
た
。

C
表
で
先
づ
気
づ
く
こ
と
は
、
天
聴
七
年
以
後
の
貢
献
名
数
の
増
加
で

あ
る
。
木
綿
類
が
添
加
さ
れ
、
数
量
も
従
来
に
比
し
て
著
し
く
増
加
し
て
い
る
。
綿
紬
、
苧
布
、
麻
布
、
綿
布
の
合
計
数
量
を
抽
出
し
て
増
加

の
様
子
を
見
て
み
る
と
、

D
表
の
如
く
、
天
聴
七
年
五
月
以
降
の
一
回
（
す
べ
て
春
季
歳
幣
で
あ
る
）
の
貢
献
数
量
は
六
年
以
前
各
季
（
二
年

八
月
を
例
外
と
す
る
）
の
十
倍
以
上
に
増
加
し
て
い
る
。
六
年
以
降
の
春
秋
二
季
の
礼
単
が
揃
っ
て
い
な
い
の
で
年
度
別
の
合
計
を
比
較
出
来

な
い
が
、
元
年
か
ら
五
年
ま
で
の
年
間
貢
献
額
と
、
七
年
以
降
の
春
季
貢
額
と
を
比
較
し
て
も
そ
の
増
加
は
大
体
に
六
、
七
倍
に
上
っ
て
い
る
。

な
お
そ
の
増
額
が
七
年
正
月
か
ら
始
ま
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
増
額
は
織
物
に
限
ら
れ
ず
、
毛
皮
、
紙
類
、
花
席
、
丹
木
、
万
鯛
等
に
及

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
嶋
）

五



天
聴
年
間
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
嶋
）

（

D
表）

600 

360 

700 

1,320 

690 

430 

560 

430 

五
四

800 

8,100 

8月

正月

7月

グ 11月

2月

9月

2月

7月

8,200 

11,600 

元年

2年

3年

4年

,, 

II 

，， 

560 

560 

2,250 

8,100 

年

3月

正月

正月

5月

2月

3月

3月

8戸

5年

8年

10年

9年

6年

7年

，， 

ん
で
い
る
。
毛
皮
に
つ
い
て
は
、
豹
皮
、
水
瀬
皮
、
青
鼠
皮
の
合
計
が
、
二
年
八
月
は
九
五
張
、
三
年
正
月
は
三

O
張
、
三
年
九
月
、
四
年
二

月
、
四
年
七
月
は
い
づ
れ
も
四
五
張
で
あ
る
が
、
七
年
五
月
、
八
年
二
月
、
九
年
三
月
は
い
づ
れ
も
四
一

O
張
、
十
年
三
月
は
四
五
O
張
と
、

同
じ
く
殆
ん
ど
十
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
紙
に
つ
い
て
は
、
二
年
八
月
の
七
O
O巻
を
除
き
、
毎
季
少
な
い
時
は
五
O
巻
、
多
く
と
も
一
一

O

巻
、
普
通
は
八
O
乃
至
一

O
O巻
で
あ
っ
た
も
の
が
、
七
年
正
月
は
六
O
O巻
、
七
年
五
月
、
八
年
二
月
、
九
年
三
月
は
一
五

O
O巻
、
十
年

三
月
は
二

O
O
O巻
と
増
加
し
て
い
る
。
十
五
倍
乃
至
二
十
倍
の
増
額
で
あ
る
。
花
席
、
丹
木
に
つ
い
て
も
増
加
は
五
倍
或
は
二
倍
で
あ
り
、

万
鯛
は
総
計
し
て
は
い
う
に
足
ら
ぬ
が
、
四
年
、
五
年
、
六
年
頃
は
僅
か
一
本
で
あ
っ
た
も
の
が
、
七
年
五
月
以
降
は
一
六
本
、
十
年
三
月
は

四
O
本
に
増
加
し
て
い
る
。
増
額
の
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
も
の
は
胡
械
、
乾
柿
子
、
大
菜
、
黄
栗
、
胡
桃
、
全
鰻
等
で
、
胡
桃
は
七
年
か
ら
銀

杏
に
変
更
さ
れ
た
が
数
量
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
は
ば
噌
好
品
と
し
て
の
食
品
は
、
手
土
産
と
し
て
、
貢
献
即
ち
朝
鮮
側
で
い
う
交
際

礼
随
の
本
来
的
精
神
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
、
数
量
も
決
し
て
多
額
で
は
な
く
、
経
済
的
に
は
殆
ん
ど
意
味
を
有
た
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
後
金
側
に
も
こ
れ
ら
に
つ
い
て
増
額
の
意
志
は
な
く
、
十
年
を
通
じ
て
ほ
ぼ
一
定
の
額
が
守
ら
れ
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
な
お
八
年

二
月
以
降
は
従
来
見
え
な
か
っ
た
茶
が
品
目
に
加
え
ら
れ
た
。
と
に
か
く
六
年
と
七
年
の
聞
に
歳
幣
に
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
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か
t
A

る
歳
幣
額
数
の
増
加
が
朝
鮮
側
よ
り
積
極
的
に
な
さ
れ
る
筈
は
な
い
。
当
然
後

50 

金
側
の
要
求
強
制
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
今
こ
の
間
の
経
緯
を
述
べ
る
と
、
前
述
の
如

く
、
天
聴
元
年
の
歳
幣
交
渉
に
お
い
て
後
金
は
可
な
り
の
額
数
の
貢
献
を
要
求
し
た
様

で
あ
る
が
、
朝
鮮
は
歳
幣
の
精
神
的
側
面
即
ち
善
隣
友
好
の
意
義
を
主
張
し
、
且
つ
戦

後
の
国
土
残
破
を
も
口
実
に
し
て
結
果
的
に
は
額
数
の
自
由
裁
量
を
克
ち
と
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
後
蔵
幣
額
数
は
元
年
貫
額
を
基
準
と
し
た
形
で
続
け
ら
れ
る
が
、
三
一
年
、

四
年
に
至
る
と
漸
減
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
C
表
D
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
更
に
前
半
期
に
蔵
幣
の
主
要
品
で
あ
っ
た
綿
紬

類
を
例
に
示
せ
ば
上
の
如
く
で
あ
り
（
E
表
）
二
年
か
ら
四
年
ま
で
は
春
季
秋
季
夫
々
に
減
少
し
て
い
る
。
次
の
五
年
春
季
の
歳
幣
は
A
表
に

示
す
如
く
五
年
三
月
で
あ
る
が
、
実
は
五
年
正
月
に
朝
鮮
の
使
者
朴
蘭
英
が
棒
陽
に
至
っ
て
春
季
方
物
を
貢
献
し
て
額
数
漸
減
の
故
を
以
て
却

A

註

uv

下
さ
れ
た
。
そ
れ
で
改
め
て
三
月
に
追
加
増
額
し
て
春
季
貢
献
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
こ
の
三
月
分
に
は
礼
単
が
二
つ

あ
り
、
先
の
分
が
恐
ら
く
却
下
さ
れ
た
正
月
歳
幣
の
礼
単
で
、
後
の
分
即
ち
来
書
簿
に
三
月
二
十
六
日
到
の
礼
単
が
追
加
分
で
占
め
る
に
違
い
な

い。

C
表
に
は
合
計
し
て
示
し
て
あ
る
が
、
今
三
月
先
着
の
分
を
却
下
さ
れ
た
正
月
分
と
考
え
る
と
、
綿
紬
類
合
計
四
O
匹
で
あ
る
。
こ
れ
を

，， 

，， 

，， 

E
表
の
四
年
七
月
の
次
に
つ
な
げ
る
と
漸
減
の
傾
向
は
一
層
明
瞭
で
あ
る
。
勿
論
歳
幣
額
数
は
春
秋
二
季
を
合
計
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

（註

uv

い
が
、
各
季
に
は
ま
た
自
ら
慣
習
的
に
夫
々
の
数
量
が
一
定
し
て
来
る
の
が
通
例
と
思
わ
れ
る
。
今
季
別
に
各
年
次
を
比
較
し
て
み
る
と
、
二

年
春
季
の
－
五

O
匹
が
三
年
春
季
に
は
一
二

O
匹
、
四
年
に
は
九
O
匹
、
そ
し
て
五
年
正
月
に
至
つ
て
は
四

O
匹
と
減
少
し
て
い
る
。
天
聴
五

年
正
月
に
後
金
側
が
漸
減
の
故
を
以
て
貢
物
を
却
下
し
た
の
も
無
理
は
な
い
。
歳
貢
額
の
減
少
は
両
国
関
係
の
疏
遠
冷
却
に
も
通
ず
る
の
で
あ

り
、
経
済
的
に
も
朝
鮮
に
相
当
の
期
待
を
寄
せ
た
後
金
を
裏
切
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
数
年
を
見
守
っ
て
い
た
後
金
が
隠
忍
を
破
っ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
。
五
年
正
月
貢
物
を
受
領
さ
れ
な
い
ま
L

に
朝
鮮
の
使
者
朴
蘭
英
は
帰
国
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
帰
国
に
際
し
て
後
金
は
例
に

従
い
蘭
英
に
鞍
馬
、
銀
両
、
詔
皮
を
賞
給
し
、
使
者
の
属
員
、
通
事
、
従
員
に
も
例
の
如
く
給
賞
し
、
更
に
英
俄
爾
泰
、
龍
什
、
庫
爾
握
、
達

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
嶋
）

五
五



天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
川
町
）

五
六

《
註
日
》

海
等
に
命
じ
て
蘭
英
の
館
舎
に
朝
鮮
国
王
へ
の
贈
物
と
し
て
人
参
を
持
参
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
時
恐
ら
く
蘭
英
に
対
し
歳
幣
の
漸
減
を
責
め
増

額
に
つ
き
説
得
が
な
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
更
に
朴
蘭
英
の
帰
国
を
伴
送
し
て
阿
朱
戸
、
董
納
密
等
が
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
増
額

説
得
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
朝
鮮
は
三
月
に
追
加
し
た
貢
献
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
追
加
分
合
計
に
お
い
て
も
例

年
の
春
季
貢
額
に
叱
し
て
若
干
の
増
加
が
見
ら
れ
る
が
、
殆
ん
ど
大
差
な
い
額
数
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
年
八
月
に
秋
季
貢
献
が

な
さ
れ
た
が
、
朝
鮮
は
増
額
の
意
志
を
此
度
も
殆
ん
ど
示
さ
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
五
年
間
十
一
月
、
庫
繭
握
、
満
達
爾
漢
、
董
納
密
が
朝
鮮

に
派
遣
さ
れ
、
後
金
と
朝
鮮
の
聞
に
横
わ
る
越
境
採
参
狩
猟
の
問
題
、
満
鮮
人
間
の
殺
人
盗
奪
に
係
る
問
題
、
明
人
上
陸
の
問
題
、
貢
額
漸
減

《法
H
V

の
問
題
等
各
面
に
亘
る
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
同
年
十
二
月
丙
成
の
清
太
宗
実
録
は
庫
爾
躍
等
帰
国
し
「
朝
鮮
国
王
貢
額
倶
己
従
命
」
と
奏
言
し

た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
奏
言
に
よ
る
と
庫
爾
銅
山
等
の
使
命
が
議
幣
増
額
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
庫

爾
躍
は
増
額
が
承
認
さ
れ
た
様
に
奏
言
し
て
い
る
が
、
し
か
し
増
額
は
決
し
て
朝
鮮
側
の
認
め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
直
後
、

五
年
十
二
月
壬
辰
に
朝
鮮
使
臣
張
翼
が
六
年
元
日
一
の
方
物
を
貢
献
し
た
が
「
復
違
約
閥
額
」
と
清
太
宗
実
録
は
記
し
て
い
る
。
こ
の
約
と
は
十

一
月
の
庫
爾
纏
等
の
決
定
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
後
金
側
は
改
定
完
了
と
し
、
朝
鮮
側
は
改
定
未
承
認
の
態
度
を
と
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
六
年
正
月
己
亥
朔
、
朝
鮮
国
使
鄭
義
が
朝
賀
の
礼
を
行
い
、
貢
物
を
庭
上
に
陳
列
貢
献
し
た
が
、

C
表
に
示
す
如
く
、
五
年
八

月
の
分
と
ほ
ぼ
同
額
の
も
の
で
あ
っ
た
。
後
金
側
の
不
満
は
推
察
に
難
く
な
い
。
鄭
義
の
帰
国
に
際
し
「
遺
書
責
之
」
と
あ
る
が
、
朝
鮮
側
は

態
度
を
変
更
し
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
次
の
六
年
九
月
秋
季
分
の
礼
単
が
来
書
簿
に
は
な
い
の
で
額
数
を
確
め
得
な
い
が
、
恐
ら
く
前
年
秋
季

即
ち
五
年
八
月
分
と
大
同
小
異
の
歳
幣
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
清
実
録
は
却
下
の
こ
と
を
記
録
し
て
い
な
い
が
李
朝
実
録
に
よ
る
と
こ
れ
は

（
註
日
）

受
領
さ
れ
な
か
っ
た
。
か
く
て
六
年
十
一
月
再
び
貢
額
議
定
の
た
め
に
巴
都
礼
、
察
仏
口
刺
、
董
納
密
等
が
派
遣
さ
れ
、
朝
鮮
に
対
し
て

毎
年
金
百
両
、
銀
千
両
、
綿
紬
千
疋
、
麻
布
千
疋
、
細
布
寓
疋
、
豹
皮
百
張
、
瀬
皮
四
百
張
、
水
牛
角
百
副
、
蘇
木
二
百
財
、
大
紙
千
帳
、

次
紙
千
峡
、
龍
文
細
席
一
条
、
花
席
百
条
、
胡
栂
一
石
、
緑
皮
二
百
張
、
腰
万
二
十
口
、
順
万
二
十
口
、
松
羅
茶
二
百
包

と
い
う
要
求
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
前
年
の
庫
爾
艦
の
貢
額
議
定
の
際
は
こ
れ
よ
り
低
い
額
の
提
示
が
な
さ
れ
た
様
で
あ
る
が
、
朝
鮮
側
が



言
を
左
右
に
し
て
承
認
せ
ず
、
そ
の
後
も
従
前
の
例
に
よ
っ
て
貢
献
を
続
け
た
の
で
後
金
の
反
撮
を
買
い
、
折
か
ら
後
金
は
国
勢
伸
張
に
伴
っ

て
対
朝
鮮
の
態
度
も
強
圧
的
と
な
り
、
更
に
経
済
的
要
求
が
強
く
な
っ
て
こ
の
高
額
の
要
求
を
つ
き
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
額
は
後
述

の
如
く
従
前
に
十
倍
す
る
額
で
あ
っ
た
。
し
か
し
朝
鮮
は
な
お
要
求
に
従
わ
ず
、
清
太
宗
実
録
天
聴
六
年
十
二
月
庚
辰
の
条
に
朝
鮮
よ
り
帰
っ

た
巴
都
礼
等
の
奏
言
に
は
、

奏
言
。
朝
鮮
国
王
於
我
国
所
定
賞
額
。
止
給
十
分
之
一
。
金
銀
牛
角
謂
非
其
国
所
出
。
不
肯
臆
命
。

と
あ
る
。
我
国
所
定
貢
額
と
は
巴
都
礼
議
定
貢
額
で
あ
り
、
従
来
の
十
倍
に
増
額
さ
れ
た
も
の
、
そ
の
十
分
の
一
を
給
す
る
と
は
、
朝
鮮
側
は

従
前
通
り
の
歳
幣
し
か
貢
献
し
な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
上
文
の
続
き
に
太
宗
は
礼
部
に
命
じ
て
「
遂
朝
鮮
使
臣
朴
蘭
英
還
。
併
却
其
貢

物
」
け
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
巴
都
礼
等
帰
国
に
同
行
し
て
朴
蘭
英
は
再
び
六
年
秋
季
方
物
を
賀
来
し
た
が
却
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
朝
鮮
は
狼
狽
し
、
こ
の
多
額
の
歳
幣
要
求
を
そ
ら
す
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
拒
否
し
て
来
た
前
年
の
庫
爾
纏
議
定
額
を
認
め
て
、

貢
額
を
そ
の
線
に
と
ど
め
よ
う
と
計
っ
た
。
清
太
宗
実
録
天
聴
七
年
正
月
辛
丑
の
条
に
「
朝
鮮
国
王
遺
礼
部
侍
郎
申
得
淵
質
審
。
貢
春
秋
二
季

方
物
」
と
あ
り
、
続
け
て
来
書
の
大
略
を
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
自
朴
蘭
英
国
。
未
見
貴
国
復
書
。
所
献
礼
物
亦
米
蒙
収
納
。
心
甚

不
安
。
」
と
、
朴
蘭
英
が
逐
還
さ
れ
、
歳
幣
が
収
納
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
不
安
が
っ
て
い
る
こ
と
を
述
ベ
、
つ
い
で
五
年
の
庫
爾
纏
と
、
六

年
の
巴
都
礼
の
貢
額
議
定
の
来
差
に
つ
い
て
次
の
様
に
云
っ
て
い
る
。

上
年
貴
使
雄
曽
将
方
物
数
日
告
我
迎
接
之
臣
。
尚
未
明
白
確
定
。
貴
国
来
書
亦
未
言
及
。
故
未
敢
軽
信
。
及
鄭
描
回
得
見
復
書
。
有
庫
爾
橿

議
定
之
語
。
始
知
貴
使
所
言
質
有
所
授
之
也
。
但
倣
邦
地
癖
民
窮
：
・
中
略
：
・
今
番
来
使
所
言
土
産
之
数
。
又
比
前
増
十
倍
。
有
若
不
諒
倣
邦

市
然
者
。
此
非
所
望
於
貴
国
也
。
両
国
相
交
。
信
使
往
来
各
以
土
物
相
遣
。
礼
也
。
然
不
自
量
己
カ
以
為
可
継
之
道
。
則
是
過
情
之
礼
。

亦
不
能
久
。
実
非
以
誠
心
相
待
之
意
。
故
就
庫
爾
纏
所
言
之
数
目
。
除
非
土
産
外
。
悉
従
所
議
。
欲
以
此
定
為
恒
規
。
比
乃
倣
邦
掲
カ
而
為

之
者
也
。
秋
伶
虚
還
。
春
期
謹
迫
。
欲
止
貢
献
春
季
礼
物
則
心
有
米
安
。
一
時
倶
送
則
力
有
所
難
及
。
且
貴
国
差
遣
大
臣
。
意
非
偶
然
。
不

《
註
口
v

可
以
無
書
之
故
市
閥
駕
不
報
。
故
謹
此
専
差
近
臣
致
書
。
兼
送
秋
季
礼
物
。
伏
翼
照
納
。
春
差
之
行
。
因
此
未
免
梢
遅
。
・
：
下
略
：
・

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て

（
江
嶋
）

五
七



天
聴
年
聞
に
お
け
あ
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て

（
江
川
附
）

五
八

上
年
の
貴
使
と
は
庫
爾
纏
の
こ
と
で
あ
る
が
、
方
物
数
日
の
改
定
交
渉
は
庫
爾
櫨
等
と
接
待
の
臣
下
と
の
話
合
い
に
過
ぎ
ず
、
決
し
て
明
白
に

確
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
か
－
A

る
重
要
な
交
渉
な
ら
ば
庫
爾
艦
艇
持
参
の
国
蓄
に
当
然
言
及
さ
れ
て
あ
る
べ
き
に
言
及
さ
れ
て
い
ず
、
従
っ
て

庫
爾
躍
の
申
入
れ
が
貴
政
府
の
命
令
下
に
な
さ
れ
た
か
否
か
も
判
然
し
な
か
っ
た
の
で
単
に
私
的
な
話
合
い
と
し
て
了
解
し
、
貴
政
府
の
要
請

と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
’
弁
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
五
年
十
一
月
の
貢
額
議
定
交
渉
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
年
正
月
鄭
義
（
朝
鮮

側
の
鄭
櫨
）
が
朝
賀
貢
献
し
て
帰
る
に
際
し
、
貢
額
不
足
を
詰
責
す
る
国
書
を
後
金
が
送
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
朝
鮮
国
王
は
そ
の
国
書

を
見
て
始
め
て
庫
爾
纏
の
改
定
要
求
が
後
金
の
命
令
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
述
べ
、
し
か
も
庫
爾
鑑
改
定
貢
額
の
土
産
物
だ
け
を
弁
済
す

る
に
も
地
癖
民
窮
の
朝
鮮
で
は
困
難
で
あ
る
に
、
加
え
て
後
金
箪
侵
入
時
の
災
害
の
た
め
国
土
疲
弊
し
て
お
り
、
故
に
心
な
ら
ず
も
増
額
に
応

ず
る
余
裕
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
今
番
の
来
使
巴
都
礼
の
増
額
要
求
は
更
に
過
大
で
あ
り
従
来
の
額
数
に
比
べ
十
倍
に
上
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
の

事
情
を
無
視
し
た
増
額
で
あ
り
、
ど
う
か
取
消
し
に
願
い
た
い
と
柔
軟
に
六
年
十
一
月
の
増
額
要
求
を
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
次
い
で
朝

鮮
の
考
え
る
両
国
交
際
の
在
り
方
を
述
べ
、
国
力
相
応
の
土
産
を
贈
与
し
合
う
の
が
永
続
的
交
隣
の
道
で
あ
り
、
経
済
的
要
求
（
負
担
）
を
増

大
さ
せ
る
過
情
の
礼
は
慎
む
べ
き
こ
と
、
交
隣
に
は
精
神
的
な
面
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
、
今
次
の
増
額
要
求
が
か
L
る
交
際
の
在
り

方
に
背
く
こ
と
を
言
外
に
匂
わ
せ
、
し
か
も
後
金
の
増
貢
要
求
を
拒
否
し
得
、
ず
と
見
て
、
こ
転
し
て
五
年
十
一
月
摩
爾
橿
申
入
れ
の
数
百
中
朝

鮮
土
産
の
も
の
に
限
っ
て
増
額
に
応
じ
て
こ
れ
を
定
額
に
し
よ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
精
一
杯
の
努
力
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

更
に
続
け
て
、
秋
季
の
使
者
が
虚
し
く
還
り
と
あ
る
の
は
六
年
九
月
及
び
六
年
十
二
月
に
送
っ
た
秋
季
貢
献
が
二
度
と
も
却
下
さ
れ
た
こ
と
を

言
う
の
で
あ
る
。
太
宗
実
録
に
は
六
年
九
月
に
朝
鮮
が
「
貢
秋
季
貢
物
」
し
た
記
載
が
あ
る
が
、
何
故
か
却
下
の
記
載
が
な
い
。
し
か
し
李
朝

〔
誌
阻
）

実
録
に
「
丁
卯
以
後
礼
単
之
減
逐
年
愈
甚
。
殊
無
礼
敬
之
意
。
不
得
不
還
送
。
」
或
は
「
虜
汗
不
受
秋
信
礼
単
」
と
あ
り
、
九
月
貢
献
が
受
領

さ
れ
な
か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
巴
都
礼
議
定
交
渉
の
後
で
、
そ
の
帰
国
に
同
行
し
て
朴
蘭
英
が
十
二
月
に
再
度
秋
季
貢
献
の
た
め

派
遣
さ
れ
た
が
、
額
数
が
従
前
の
通
り
で
あ
っ
た
か
ら
再
び
却
下
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
上
掲
朝
鮮
来
蓄
の
下
文
に
「
此
等
差
近
臣
致
書
。
兼

送
秋
季
礼
物
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
七
年
正
月
申
得
淵
の
粛
し
た
も
の
が
六
年
秋
季
礼
物
で
あ
り
、
従
っ
て
秋
季
貢
献
が
そ
れ
ま
で
完
了
し



て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
ω

再
度
に
亙
っ
て
秋
李
貢
献
が
却
下
さ
れ
、
後
金
の
増
額
要
求
が
強
い
こ
と
が
明
か
と
な
り
、
庫
爾
極
識
定

額
で
問
題
を
収
拾
し
よ
う
と
す
る
朝
鮮
に
と
っ
て
、
未
了
の
秋
季
貢
献
を
送
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
七
年
春
季
貢
献
も
目
前
に
迫
っ
て
い
る
。
六

年
秋
季
未
了
の
ま
L

で
七
年
春
季
を
送
る
の
も
不
安
で
あ
り
、
両
方
一
時
に
送
る
に
は
力
及
ば
な
い
。
そ
れ
で
秋
季
分
を
庫
爾
躍
議
定
額
に
準

拠
し
て
送
る
か
ら
受
領
し
て
頂
き
た
い
、
春
季
分
は
少
し
遅
れ
る
か
ら
了
解
し
て
く
れ
と
い
う
の
が
上
の
朝
鮮
来
書
の
主
旨
で
あ
る
。
た
だ
明

か
に
秋
季
蔵
幣
で
あ
る
の
を
何
故
春
秋
二
季
分
と
後
金
側
が
記
録
し
た
か
、
正
月
で
あ
っ
た
か
ら
単
に
体
裁
を
整
え
た
の
か
は
解
ら
な
い
。
し

か
し
こ
れ
が
先
例
と
な
り
、
春
に
ニ
季
分
の
大
部
分
を
武
献
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
様
で
あ
る
ω

な
お
同
国
替
の
後
文
に
春
季
歳
幣
は
梢
遅
延

を
免
れ
ず
と
あ
る
の
で
、
七
年
五
月
の
貢
献
が
七
年
の
春
季
の
も
の
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る

Q

簿
の
蔵
幣
礼
単
は
二
月
乃
至
三
月
の
春
季
分
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
清
太
宗
実
録
に
も
七
年
、
八
年
、
九
年
共
に
秋
季
方
物
等
の
李
分
を
明

示
す
る
語
を
記
録
せ
ず
、

A
表
に
見
る
如
く
た
だ
貢
献
を
示
す
語
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
外
に
貢
献
が
な
か
っ
た
の
で
は

こ
れ
以
後
八
年
、
九
年
、
十
年
に
は
来
書

な
く
、
例
え
ば
九
年
に
は
九
月
分
、
十
月
分
、
十
二
月
分
に
来
書
簿
の
礼
単
が
あ
る
が
、
特
殊
の
も
の
（
顔
料
）
か
、
少
量
の
も
の
で
議
幣
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
七
年
五
月
以
降
朝
鮮
の
蔵
幣
は
春
季
貢
献
を
主
と
す
る
も
の
と
な
り
、
不
足
分
の
若
干
が

秋
季
に
追
加
貢
献
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
定
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
金
側
が
七
年
以
降
秋
季
方
物
等
の
語
を
明
記
し
な
い
の
は
、

歳
幣
が
春
季
に
ほ
ぼ
一
本
化
さ
れ
、
秋
季
は
採
り
あ
げ
て
言
う
に
足
り
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

Q

こ
の
こ
と
は
天
聴
十
年

三
月
の
貢
額
を
見
る
と
大
体
裏
付
け
得
る
e

例
え
ば
綿
紬
類
八
O
O匹
、
麻
布
類
八

O
O匹
、
木
綿
類
一

0
0
0
0匹
、
毛
皮
類
四

O
O張、

花
席
一

O
O条
、
能
文
細
席
一
条
、
紙
類
二

O
O巻
、
刀
側
四

O
柄
、
胡
楓
一
石
、
茶
一

O
O封
は
、
六
年
十
一
月
の
巴
都
礼
議
定
額
数
に
若

干
の
不
足
が
あ
る
が
、
非
常
に
近
い
。
即
ち
春
季
に
貢
額
の
大
部
分
が
貢
献
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
時
に
こ
の
貢
額
は
朝
鮮
が
庫
爾

纏
議
定
額
数
に
一
定
し
よ
う
と
し
た
抵
抗
が
結
局
崩
れ
て
、
巴
都
礼
要
求
増
額
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
後
金

は
六
年
要
求
の
増
額
を
そ
の
後
も
強
制
し
た
。
例
え
ば
太
宗
実
録
天
聴
九
年
十
月
壬
寅
、
同
十
二
月
丙
戊
、
同
十
二
月
丙
申
等
の
条
に
よ
れ
ば
、

十
二
月
に
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
た
馬
福
塔
、
穆
祐
等
が
礼
幣
増
補
の
諭
を
行
い
、
そ
れ
に
対
す
る
朝
鮮
の
鱒
解
が
見
ら
れ
、
十
二
月
に
更
に
馬
福

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
川
）
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天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て

（
江
川
町
）

六
O

塔
等
が
費
ら
し
た
朝
鮮
国
王
に
与
え
る
書
に
「
王
今
不
遵
定
額
。
而
故
為
減
少
。
宣
非
重
利
而
軽
朕
乎
。
」

の
交
渉
に
お
け
る
両
国
の
盟
踊
は
定
額
と
し
て
後
金
が
巴
都
礼
議
定
額
を
主
張
し
、
朝
鮮
が
庫
爾
躍
議
定
額
に
遵
う
立
場
を
と
っ
た
こ
と
に
あ

る
。
そ
し
て
朝
鮮
の
抵
抗
も
十
年
に
至
り
後
金
の
力
を
背
景
と
す
る
圧
力
に
屈
服
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
附
言
す
れ
ば
、
以

と
い
う
言
葉
が
見
え
る
。
こ
れ
ら

上
の
説
明
か
ら
も
窺
れ
る
如
く
、
七
年
五
月
、
八
年
二
月
、
九
年
三
月
（
A
、
C
表
参
照
）
の
貢
額
が
、
庫
爾
纏
議
定
の
額
数
を
ほ
ぼ
示
す
も

の
と
考
え
て
よ
い
。
即
ち
庫
爾
纏
議
定
額
は
巴
都
礼
議
定
額
よ
り
低
く
、
従
来
の
五
・
六
倍
程
度
の
増
額
で
あ
る
。
六
年
十
一
月
巴
都
礼
増
額

申
入
れ
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
拒
否
し
て
い
た
五
年
十
一
月
の
庫
爾
纏
要
求
増
額
を
承
認
し
、
そ
の
定
額
化
に
朝
鮮
が
固
執
し
た
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

結

以
上
の
朝
鮮
蔵
幣
の
実
態
と
そ
の
増
額
の
経
緯
は
当
然
後
金
国
の
国
力
発
展
や
朝
鮮
園
内
の
事
大
派
交
隣
派
勢
力
の
伸
縮
な
ど
を
背
景
に
し

て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
か
に
し
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歳
幣
の
精
神
的
経
済
的
意
義
づ
け
も
一
層
明
瞭
に
な
る
と
考
え
る

が
、
そ
れ
は
次
の
機
会
に
ゆ
づ
り
、
今
は
来
書
簿
の
礼
単
を
主
と
し
た
蔵
幣
の
品
目
数
量
の
変
還
を
明
か
に
し
た
だ
け
で
終
り
た
い
。
た
だ
最

後
に
朝
鮮
蔵
幣
に
つ
い
て
従
来
説
か
れ
た
過
大
評
価
を
訂
正
し
て
お
き
た
い

Q

朝
鮮
歳
幣
に
つ
い
て
従
来
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
後
金
は
圏
内
の

貧
弱
な
物
資
と
、
中
国
と
の
貿
易
途
絶
に
よ
る
経
済
的
窮
迫
を
補
わ
ん
た
め
に
、
了
卯
の
朝
鮮
遠
征
後
多
額
の
歳
幣
を
朝
鮮
に
強
要
し
、
或
は

中
江
、
会
寧
に
開
市
を
求
め
て
貿
易
の
利
を
収
め
た
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
先
掲
の
田
川
孝
三
氏
の
「
毛
文
龍
と
朝
鮮
と
の
関
係
」
も
こ
の
説

で
あ
り
、
近
く
は
鴛
淵
一
氏
の
「
朝
鮮
国
来
書
簿
の
研
究
付
」
に
も
来
書
簿
の
第
一
文
書
即
ち
天
聴
元
年
七
月
分
の
来
書
の
解
説
に
「
尚
こ
の

時
の
礼
単
に
、
白
綿
紬
五
十
匹
、
白
苧
布
五
十
匹
以
下
数
々
の
品
目
を
記
す
所
に
よ
る
と
、
朝
鮮
王
廷
が
相
当
多
量
の
品
目
を
送
っ
た
こ
と
は

疑
い
な
く
、
以
後
に
於
る
通
交
の
状
勢
か
ら
判
じ
て
も
、
物
質
に
乏
し
い
満
洲
側
が
朝
鮮
の
物
品
を
欲
し
た
こ
と
が
よ
く
伺
え
る
と
思
う
。
」
と

述
べ
ら
れ
、
相
当
多
量
の
物
資
が
貢
献
さ
れ
た
と
考
察
さ
れ
て
い
る

Q

後
金
が
朝
鮮
の
物
資
を
欲
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
欲
し
た
通
り



に
受
領
出
来
た
か
否
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
多
量
と
か
多
額
と
か
は
基
準
の
採
り
方
に
依
る
が
、
今
歳
幣
に
限
っ
て
い
え
ば
、
天
聴
元
年
か
ら

六
年
ま
で
、
朝
鮮
が
自
主
裁
量
に
よ
っ
て
贈
っ
た
歳
幣
が
後
金
に
と
っ
て
も
朝
鮮
に
と
っ
て
も
そ
の
国
家
財
政
の
上
で
果
し
て
多
額
と
言
え
る

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か

Q

天
聴
元
年
を
例
に
と
れ
ば
、
制
紬
背
布
計
六

O
O匹
、
虎
皮
豹
皮
十
二
張
、
紙
八

O
巻
、
花
府
一
五
条
、
長
短
剣
一

O
柄
、
馬
二
匹
、
鞍
兵
二
部
、
丹
木
一

O
O斤
、
胡
淑
八
斗
等
々
が
、
後
金
国
家
の
財
政
に
ど
れ
だ
け
の
補
助
と
な
り
得
た
か
。
後
の
巴
都
礼

議
定
に
、
そ
し
て
恐
ら
く
庫
爾
纏
議
定
に
も
後
金
が
要
求
し
、
朝
鮮
が
土
産
で
な
い
と
し
て
頑
強
に
拒
否
し
た
黄
金
一

O
O両
、
銀
一

0
0
0

両
に
し
て
も
、
決
し
て
後
金
の
財
政
を
潤
お
す
程
の
額
で
は
な
い
。
当
時
後
金
国
に
行
わ
れ
て
い
た
罰
銀
制
の
銀
高
ゃ
、
戦
功
者
或
は
戦
死
戦

傷
者
等
に
対
す
る
賞
銀
賞
給
の
例
、
更
に
満
文
老
指
太
宗
の
巻
々
に
見
え
る
数
限
り
な
い
賜
与
賞
給
等
の
例
を
考
え
て
も
、
そ
の
莫
大
な
量
に

比
し
て
朝
鮮
の
歳
幣
額
は
言
う
に
足
り
な
い
額
で
あ
る
。
往
時
の
遼
北
宋
、
或
は
金
南
宋
聞
の
歳
幣
な
ど
に
は
勿
論
比
ぷ
べ
く
も
な
い
が
、
そ

も
そ
も
こ
れ
は
蔵
幣
な
ど
と
改
ま
っ
て
言
う
ほ
ど
の
額
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
の
後
金
は
戦
争
継
続
中
で
物
資
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
、

朝
鮮
か
ら
も
っ
と
多
量
の
物
資
を
得
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
朝
鮮
の
貢
献
が
そ
の
物
資
不
足
を
補
う
程
の
数
量
で

な
か
っ
た
こ
と
も
明
か
で
あ
る
。
や
は
り
朝
鮮
の
主
張
す
る
如
く
、
交
隣
友
好
の
精
神
的
意
味
を
儀
礼
的
に
表
示
す
る
交
際
礼
脳
で
あ
り
、
経

済
的
意
義
は
極
め
て
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

Q

こ
れ
に
対
し
て
後
金
は
戦
勝
者
的
意
識
を
以
て
こ
れ
を
誠
幣
化
し
よ
う

と
し
、
経
済
的
意
義
を
重
ん
じ
よ
う
と
し
た
が
、
朝
鮮
の
抵
抗
と
、
当
時
後
金
の
置
か
れ
て
い
た
国
際
的
な
危
機
の
状
態
即
ち
対
談
古
（
主
と

し
て
察
仏
口
爾
）
関
係
の
悪
化
、
対
中
国
戦
争
継
続
中
と
い
う
関
係
の
な
か
で
、
孤
立
化
を
恐
れ
て
朝
鮮
に
対
し
て
強
圧
政
策
を
採
り
得
。
す
、
親

善
友
好
関
係
の
樹
立
保
持
を
第
一
と
し
、
朝
鮮
の
主
張
を
承
認
し
た
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
為
る
。
し
か
し
蒙
古
経
略
の
進
展
、

中
国
本
土
侵
入
に
よ
る
国
威
の
伸
張
等
、
優
越
し
た
状
勢
を
築
き
あ
げ
る
に
つ
れ
て
、
朝
鮮
に
対
し
て
も
従
来
の
態
度
を
漸
次
変
更
し
、
歳
幣

増
額
を
要
求
し
て
経
済
的
側
面
を
強
く
押
出
し
て
来
る
。
こ
れ
が
五
年
十
一
月
の
庫
爾
纏
の
、
そ
し
て
六
年
十
一
月
の
巴
都
礼
の
増
額
交
渉
と

な
っ
て
現
れ
、
朝
鮮
に
強
制
し
て
七
年
以
後
の
増
額
、
更
に
十
年
の
増
額
を
達
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
朝
鮮
の
貢
献
は
交
際
礼
脳

と
し
て
の
性
格
か
ら
歳
幣
と
し
て
の
性
格
を
強
め
後
金
国
家
経
済
の
補
充
と
し
て
の
役
割
の
一
端
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
の
で
は
あ
る

天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
川
川
）

-'-
ノ＼



天
聴
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
の
歳
幣
に
つ
い
て
（
江
的
）

ム
ノ、

ま
い
か
。
な
お
朝
鮮
の
歳
幣
に
対
す
る
反
対
給
付
で
あ
る
後
金
の
回
賜
に
は
殆
ん
ど
触
れ
な
か
っ
た
が
、
中
国
的
な
朝
貢
貿
易
に
お
け
る
等
価

的
交
換
で
は
決
し
て
な
く
、
勝
者
的
立
場
を
と
る
後
金
が
朝
鮮
に
課
し
た
不
等
価
的
な
交
換
で
あ
っ
た

Q

し
か
し
そ
の
問
題
は
後
日
に
譲
る
こ

と
と
し
た
い
。

（

1
）
 

註神
田
信
夫
氏
朝
鮮
学
報
第
幻
・
お
合
併
号
「
満
文
老
槍
に
見
え
る
毛

文
竜
等
の
書
簡
に
つ
い
て
」
鴛
淵
一
博
士
遊
牧
社
会
史
研
究
第
白
川

「
朝
鮮
国
来
書
簿
の
研
究
什
」

李
朝
実
録
仁
祖
五
年
二
月
庚
成

李
朝
実
録
仁
祖
五
年
二
月
壬
子

李
朝
定
録
仁
祖
五
年
二
月
壬
子

李
朝
実
録
仁
祖
五
年
二
月
乙
丑

満
文
老
槍
太
宗
｜
必
頁
（
満
文
老
槍
研
究
会
訳
註
本
以
下
同
じ
）

清
太
宗
実
録
天
聴
十
年
正
月
壬
戊

鴛
淵
一
博
士
前
掲
論
文
。
京
都
の
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
で
筆
者
の

見
た
も
の
は
「
朝
鮮
国
王
来
書
簿
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
鴛
淵
博
士

の
言
わ
れ
る
恭
仁
山
荘
（
内
藤
）
文
庫
所
蔵
本
の
リ
プ
リ
ン
ト
で
あ

ろ
う
か
。
部
分
に
よ
っ
て
は
復
写
が
不
鮮
明
で
読
み
難
い
。

鴛
淵
博
士
前
掲
論
文
E
天
聴
元
年
九
月
分
到
来
書
解
説
。

例
え
ば
満
文
老
楢
太
宗
3
天
聴
十
年
四
月
二
日
の
条
に
は
春
季
礼
物

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
〉

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）

（日）
（臼）

（臼）

（

M
）
 

（臼）

の
細
目
数
量
を
一
亦
し
、
李
朝
実
録
に
は
仁
組
十
年
十
一
月
s
主
糸
、
十

一
年
五
月
丁
巳
、
十
一
年
三
月
戊
申
｜
皮
戊
、
十
二
年
正
月
乙
未
｜

丁
凶
、
十
四
年
二
月
己
卯
等
に
歳
幣
の
名
数
を
戴
せ
る
が
、
毎
季
送

迎
し
た
歳
幣
に
つ
い
て
の
詳
記
は
な
い
。

浩
太
宗
実
録
天
聴
五
年
正
月
氏
子
。

前
註
の
文
に
「
朝
鮮
国
春
秋
二
季
貢
物
倶
有
定
制
」
の
語
が
見
え
る
。

註
（
日
）
に
同
じ
。

清
太
宗
実
録
天
聴
五
年
間
十
一
月
皮
子
朔
。

清
太
宗
実
録
天
聴
六
年
九
月
己
亥
、
李
朝
実
録
仁
机
十
年
九
月
壬
戊
、

同
十
月
戊
辰
、
同
十
月
印
午
。
な
お
乙
の
時
の
使
者
は
朴
閲
英
で
あ

ヲ

Q

。
清
太
宗
実
録
天
聴
六
年
十
一
月
壬
子
、
満
文
老
槍
太
宗
2
天
聴
六
年

十
一
月
十
八
日
制
頁
、
李
朝
実
録
仁
机
十
一
年
正
月
丁
巳
。

朝
鮮
国
王
来
書
簿
天
聴
七
年
五
月
初
九
日
米
到
文
書
が
乙
の
実
録
の

図
書
の
原
本
で
あ
ろ
う
が
大
略
同
意
で
あ
る
。

註
（
岱
）
の
李
朝
実
録
の
各
条
に
同
じ
。

（日）
（げ）

（刊坤）



On the Annual Contributions (~~) of 
Corea in the Tenso (~It'~) Period 

Hisao EJIMA 

I think the annual contributions of Corea in the Tenso period 

have been overestimated by scholars. Mr. Tagawa, Mr. Oshibuchi 

and others say that Kokin (ff~) required much annual contribu

tion of Corea and obtained really much. But I am doubtful of the 

truth of this opinion. It is certain that Kokin wished to obtain 

the materials of Corea, but we cannot say that Kokin really 

acquired as much as she required. I think the annual contribu~ 

tions of Corea were not enough to make the finance of Kokin 

rich. 
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